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同性婚をめぐる合衆国最高裁判所の2判決

判 例 研 究

同性婚をめぐる合衆国最高裁判所の2判決

根 本 猛

は じめに

世界中が注目した判決が、2013年 6月 26日 にあった。

同性愛行為の処罰を違憲と判断した10年前のローレンス判決
い
と同じ

くケネディー裁判官の法廷意見で、合衆国最高裁判所は、結婚防衛法

(Defense of MarHage Act、 以下、DONIAと いう)は違憲であるという同

性愛者の主張を支持 した②
。

DOMAは、1996年 に制定された連邦法で、結婚は異性間に限ると定義

し、この定義に当てはまらないカップルには、税制や社会保障など連邦

法上、異性間の結婚に与えられる特典を認めないとするものだつた。

実は、DOヽLへ制定時には、全米で同性婚を認める州はひとつもなかっ

た。その意味では、DOMAは 同性婚を容認する州が現れること懸念して

先手を打ったといえる。実際、マサチューセッツ州など同性婚を認める

m La‐ence v Texas,539 uS 658(2003)な お、『アメリカ法判例百選』(2012年 )の
大野友也の解説、拙稿「実体的適正手続の新たな射程―いわゆるソドミー法をめぐっ

てJ法政研究第 9巻 4号47頁 (2005年)参照。
のUnited States v Windso■ 133 S Ct 2675(2013)こ の問題についての手軽な解説と

して、宍戸常寿「合衆国最高裁の同性婚判決についてJ法学教室396号 156頁 (2013

年)力
'有

益である。

なお、石田若菜「同性婚と契性婚における法的保護の平等」比較法雑誌46巻 3号
313頁 (2012年 )力

'、

DOMA制定の経緯や連邦下級審の違憲判決について詳しい。
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州は次第に増えて、後述のカリフォルニア州を含めると13州 とフシント

ンDCが同性婚を容認し、その効果は全米の人口の 3分の 1以上に及ん

でいるという。

アメリカ法においては、家族法は州法の領域であるとされ、婚姻適齢

など結婚についても、同様であると考えられてきた。そして、ある州で

合法的な結婚は、連邦や他州においても結婚と認められるという扱いに

なっていた゛:DOMAは、州が同性婚を認めるのを直接禁止するもので

はない。しかし、この原則に例外を設け、同性婚だけはある州が認めて

も、連邦法上は結婚とは認めないという扱いをするものだったの
。

一 ウインザー判決

1 事実の概要

原告ウインザー (女性)は、同姓婚が認められていたカナダのオンタ

リオ州で2007年にスパイヤー (女性)と 結婚し、この結婚をニューヨー

ク州も認めていた。2009年にスパイヤーが死亡し、すべての財産はウイ

ンザーに遺された。ウインザーは、配偶者が受けられる連邦財産税の免

除を申請したが、同姓婚を結婚とは認めないDO■IA 3条 の規定により阻

まれ、363ドルの財産税を納付した。

DOMAが平等保護に違反すると主張して、ウインザーが財産税363ド

ルの返還を求めたのが本件訴訟である。

訴訟係属中に司法長官は下院議長に、司法省はDO■IA 3条 の合意性を

0なお、今回は争われなかったが、DOMA2条 は、州が他州の同性婚の承認を拒否
することを認めている。
O DOMA3条 は、連邦法や連邦政府機関の規員」などの意味を決定するにあたって
「『結婚Jと は、夫婦としてのひとりの男性とひとりの女性との法的結合のみを意味
し、『配偶者』とは、夫または妻の異性の者のみを指す」とする。 l uSC§ 7
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支持しない旨を通知した。この通知に呼応 して、下院のBLAG(超党派

法律顧問団)がDOMA 3条 が合憲であるとして訴訟参加を申し出た。連

邦地裁はこの訴訟参加を認めた。

本案について、連邦地裁はDOMA 3条 は違憲と判断し財産税363ド ル

と利息の返還を命じる連邦政府敗訴の判決を下した。第 2巡回区連邦控

訴裁判所も地裁判決を支持した。

連邦最高裁判所も、 5対 4の一票差だったが、原判決を支持した。 5

裁判官を代表してケネディー裁判官が法廷意見を述べた゛
。法廷意見は、

BLACに スタンディングありとしたうえで、DOMAは違憲とする。

これに真っ向から異を唱えるのがスカリア裁判官で、最高裁判所には

本件を審理する権限がないとしたうえで、本案判断についてもDOⅣL生は

合憲とする。 トーマス裁判官がこれに同調し、ロバーツ首席裁判官も前

半部分にだけ同調している。首席裁判官の反対意見は、最高裁判所の審

理権なしとする点についてもDOm合 憲判断についてもスカリア反対意

見に賛成するが、DOMA合憲判断についてはスカリア反対意見よりも穏

やかなトーンである。

最後にアリトー裁判官の反対意見は、スタンディングに関しては最高

裁判所には本作の審理権ありとするが、本案についてはDOMAは合憲と

している。

O Khrmanに よると、同性愛に理解があるケネディー裁判官だったからこの結論に

なったのであり、他の争点なら、ケネディー裁判官は保守派に同調した可能性が高
ヽヽ。 Klarman,Windsor and Brown:Marriage Equan,and Racial Equalit,127 Han

L Rev 127,138(2013)
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2 ケネディー裁判官の法廷意見 (ギンズバーグ、プライヤー、ツトマ

イヨール、ケーガン各裁判官同調)

1 事実の概要 (省略)

Ⅱ スタンディング

当裁判所には本件を審理する権限がある。本件が地裁において司法的

解決に適した、対立する当事者間の具体的な紛争を提起していたことは

明らかである。大統領が財産税の返還を拒否しているのに、DON■ 3条

の合憲性を支持しないと決定したことが、問題を複雑にしている。地裁

が財産税の返還を命じた時点で訴訟は終了し、上訴は却下されるべきだっ

たと主張されている。しかし、この主張は、憲法 3条の司法権の要件と

その行使にあたっての司法の謙抑性の要請とを混同している。

本件において、連邦政府は、上訴においても当裁判所においても、憲

法 3条の要件を満たすに十分な利害関係を保っている。DOMA3条には

反対であったとしても、ウインザーに支払うよう命 じられた財産税の返

還は、真性かつ直接の損害にあたる。ウインザーは引き続き財産税の返

還を求め、連邦政府がそれを拒否している以上、本件は憲法 3条の争訟

にあたる。

しかし、司法の謙抑性の要請は、「具体的な対立Jが存在することを求

めている。この検討にあたっては、通常は司法権の行使を控えるべき配

慮を上回る反対事情のひとつとして、対立する争点の提示が、法律の合

憲性を力強く擁護する「法廷の友Jの訴訟参加によってどの程度確保さ

れるかがある。

本作においては、BνЮの実質的なDOMA3条合憲の主張が、主要な

当事者が異を唱えない判決に対する上訴を審理すべきでないという司法

の謙抑性の懸念を満足させる。当裁判所が、司法の謙抑性の要請によっ
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て訴えを却下すれば、膨大な訴訟があとに続 くことになる。国じゅうの

連邦地裁は、先例のガイドなしに、税金の返還訴訟のみならず、1,000以

上の連邦法令にかかわるDOMA全体に関する訴訟のなかに置かれる。

大統領がある法律が違憲だという点で原告に同意すると、違憲審査を

排除する十分な理由となるなら、法律の合憲性を判断する最高裁判所の

主要な役割は、大統領の判断の次にすぎないものになる。これは「連邦

法が憲法に抵触すると主張されているときには、法が何かを言うことは

断固として司法部の職分であり義務であるJと いう権力分立の明白な命

令を損なうことになる。同様に、連邦議会が可決し大統領が署名した法

律について、ある時点で大統領は、自身の判断により最高裁判所の決定

なしに、連邦法を無効にできるならば、権力分立に対する重大な挑戦で

ある (大統領は訴訟で違憲の主張に同調すれば、最高裁判所の判断も回

避できるし議会の頭越しに連邦法を廃上できる、という意味)。

この結論は、司法の謙抑性の要請によって上訴を却下すべきという主

張が実体のないものだと言っているわけではない。しかし、ある法律が

違憲であると判断したときに大統領が困難な選択に直面することは認識

すべきである。さらに、法律の合憲性が疑間であるときに、大統領は、

連邦議会にその改廃を求めるのではなく、裁判所の判断を求めるのが通

常も適切であると示唆するものでもない。しかし、本件は通常の事件で

はない。BLACJの 十分な合憲の主張は、本案判断が司法の謙抑性の要請

に曇らされないことを保証し、その判断は、連邦政府と何十万人もの人々

に直接的な重要性がある。こうした状況によって、本案判断を行うこと

は支持される。

Ⅲ 本案―結婚についての州の権限

歴史と伝統によれば、結婚の定義と規制は、各州の権限と領域のなか

にあるものと扱われてきた。連邦議会は、連邦の政策を推し進めるため
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に、結婚の意味を定義する限定的な法律を制定したことはあるが、DOm
は、1,000以上の連邦法令全体に適用されるもので、はるかに適用範囲が

広い。また、その作用は、ニューヨーク州と他の11州 が保護しようとす

るクラスの人々に向けられている。こうした介入の正当性を評価するに

は、結婚に関する州の権限の範囲について歴史的・伝統的検討が必要で

ある。

人権を尊重 しなくてはならないなど、いくつかの憲法上の保障の制約

はあるが、家族関係の規制は「事実上州の排他的職分とみなされてきた

領域だった」。そして、歴史を通じて、連邦劇吋は、家族関係に関する州

法の政策判断を尊重してきた。

結婚の定義と規制に関する州の責任の重要性は、国の始まりにまで湖

ることができる。憲法が採択されたとき、夫婦や親子の家族関係は州に

留保された事項であるというのが共通認識だった。婚姻法は州ごとに異

なりうるが、各州内では、すべての結婚したカップルについて、結婚の

条件、利益及び義務は同じである。

DOL仏 は、長い間に確立したこうした教えを覆すものである。同性愛

者に結婚の権利を与える州の決定は、彼らに尊厳 と重要な意味をもつ地

位を与えた。しかし、連邦政府は、州が保護しようとした同性愛という

クラスを、制限と不利益を課すという反対の目的のために使っている。

当裁判所は、その結果生じている損害と尊厳の否定が、第 5修正によっ

て保護される自由の核心部分を奪うことになるのか、に目を向けなけれ

ばならない。ニューヨーク州が同等 (aLke)であるとして保護 しようと

した同じクラスに傷つけることを意図した連邦法は、違うもの (unLke)

として扱っている。ニューヨーク州は、その主権を適切に行使 したもの

であり、結婚制度の歴史的ルーツについてのコミュニティの熟慮と平等

の意味についての理解の発展の双方を反映している。
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Ⅳ 本案―DOMAの合憲性

DOMAは 、ニューヨーク州が保護しようとしたまさにそのクラスを傷

つけようとしている。そうすることによって、連邦政府に適用される適

正手続と平等保護という基本原則に違反している。憲法の平等の保障は、

「少なくとも、政治的に不人気なグループに不利益を与えようという連邦

議会のあからさまな意図は、そうしたグループに対する差別的取 り扱い

を正当化しないことを意味するものである」。法が、不適切な敵意や目的

に動機づけられたものか判断するには、「差男」が異例であれば」特に注意

深い検討が必要である。DOMAは、こうした原則に合格しない。

……結婚について州の定義を承認し受け入れるという通常の伝統から

DONIAが異例に乖離することで、同性カップルから、連邦法上彼らの結

婚が承認されれたなら付随する利益と責任を奪うよう作用している。こ

れは、法がこのクラスを非難する目的と効果を持っている強力な証拠で

ある。本作で問題 となっている法の公言された目的と実際の効果は、疑

間の余地がない州の権限によって合法的になされたすべての同性婚者に、

不利益、別の地位、そしてスティグマを課すものである。

DOMAの 立法史とその法文は、州が主権の行使として与えた同性婚も

平等に尊重することへの妨害が法の付随的な効果以上のものあることを

示している。それは、法の本質である。……DOMAの実際の効果もこの

目的を確認している。同法は、連邦法全体に不平年を書き込むことによっ

て、不平等を除去しようとしたニューヨーク州の目的を妨害している。

DOMAの 主な効果は、州が承認した結婚の一部を不平等に扱うもので

ある。同法は、同じ州内の結婚に2つの矛盾する階層を作 り出すことに

よって、結婚したカップルのうちある者について、権利と責任を奪おう

としている。そして、同性カップルに対して、州法のうえでは結婚して

いるのに、連邦法上は結婚してないものとして暮 らすことを強いて、州

が承認し保護することを適切と判断した基礎的な人的関係 (結婚のこと)

- 177 (430) -



法政研究18巻 3・ 4号 (2014年 )

の安定性と将来の継続性を減少させている。

……この連邦法は違憲である。州が州の婚姻法によって、人間性と尊

厳を保護しようとした人々を不利益に扱い傷つける目的と効果以外に正

当な目的がないから。こうした保護を取 り除き、これらの人々の結婚を

他よりも劣ったものと扱うことによって、この連邦法は第 5修正に違反

している。本判決は、合法的に結婚した者のみに適用される。

3 個別意見

“

)首席裁判官の反対意見

首席裁判官は、当裁判所に下級審判決を審査する権限がないとする点

でも、DOMAは合憲であるとする点でもスカリア裁判官の反対意見に賛

成であるとする。

その理由として、制定当時、全米のみならず世界中で採られていた結

婚の定義 (異性婚)を維持する連邦議会の決定は、統一性 と安定性の利

益という観点から十分に正当化されるし、たしかに過去において州の結

婚の定義は尊重されてきたが、それは婚姻年齢などの問題であり、結婚

そのものの定義ではなかった。342人の下院議員 と85人の上院議員が賛成

したDOMAが悪意を法典化したとか正当な目的は全 くないとする証拠は

ないとしている。

続けて、将来予想される同姓婚を認めていない州法にかかわる訴訟に

ついて、州の権限の尊重は逆の結論の理由になり得るし、多数意見の

DOMAに 固有の判断は将来の訴訟には無関係であるとして、多数意見の

判断や理由づけを限定的に理解 しようとしている。
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(aス カリア裁判官の反対意見 (ト ーマス裁判官同調、スタンディング

なしとする判断には首席裁判官も同調)

1ス タンディング

法廷意見は、本件の核心にある法的問題についての自らの見解を語る

ことに熱心 どころか飢えている。裁判官に与えられているのは司法権だ

けで、それは抽象的な問題ではなく「事件J及び「争訟」を判断する権

限である。下級審で原告は損害を回復し大統領はそれを歓迎 しているの

に、いったい我々はここで何をするのか ?

いつでもどこでもすべての憲法問題に判断を下す権限を与えられ、 3

権の天辺に君臨する最高裁判所は、憲法を起草し批准した人々がイメー

ジしなかったものである。

司法権は、「法が何かを宣言する」権限ではなく、違憲の主張が訴訟の

帰趨を左右し違憲の主張に相手方が反論しているときにのみ行使される。

換言すれば、違憲審査権は最高裁判所の「主要な役割」でもないし別個

の独立した役割でもない。我々は、紛争を解決するために必要なときに

のみ、その役割を付随的に果たすのである。

本作では紛争は完全に存在しない。ウインザーは損害を回復し訟務長

官も上訴棄却を求めているのだから。同じ理由で、控訴裁判所も本案の

判断をすべきではなかった。原告勝訴の地裁判決に両当事者が同意した

から、訴訟はそこで終了すべきだつたのである。以後の手続は地裁判決

の先例 としての価値を高め全米に広げようという目的にすぎない。

法廷意見は、「法が何であるかを述べるのは断固として司法部の職分で

あり義務である」というマーベリー判決の有名な一文を振 りかざしてい

る。しかし、まさに次の一文は、本日の法廷意見が無視している重要な

限定を加えている。「個別の事件にルールを適用する者は、そのルールを

説明し解釈しなければならないのは当然である」。我々が法を宣言する義
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務は「個別の事件Jが我々の前にあるときだけである。マーベリー判決

の言葉を借 りるなら、本件において法を「説明し解釈する必要Jはなく、

当裁判所を国の中心に据えたいという願望だけである。

Ⅱ 本案について

A

第 1に、法廷意見には根拠がなくごまかしである。結婚を定義する州

の権限は誰も否定しないが、それが違憲判断とどう関係するか説明がな

い。現実に、ユタ州が連邦に加入するときに、一夫多妻の禁止が条件と

されたように、連邦政府が結婚を定義してきた長い歴史がある。

法廷意見が憲法上の平等の保障に言及しているのもおかしい。DOm

違憲の理由として引用されている3件の判決は同姓カップルの「道徳的

及び性的選択Jに は無関係である。さらに分からないのが、平年保護条

項の下で、どうして合理性の審査基準以上の審査がされているのかの説

明がない。

法廷意見は「実体的適正手続」に全 く言及してないが、実質は実体的

適正手続だろう。しかし、法廷意見は同姓婚が「国の歴史と伝統に深 く

根付いたJも のとは言っていないし、もちろん、そのような主張は馬鹿

げている。

結局、違憲判断は、DOⅣmが同姓婚カップルに対する単なる害意に動

機づけられていることが理由である。

B

憲法は、我々の社会が同姓婚に賛成することを要求も禁止もしていな

い。それは、破綻主義離婚、一夫多妻やアルコールの摂取の場合 と同じ

である。

同姓婚を不道徳とみなす伝統的な考え方以外にも、DOMAに は正当の
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根拠がある。憎悪に満ちた心の者だけがDOMAに賛成したという法廷意

見の結論は嘘である。

法廷意見は政治的に不人気なグループヘの害意だけがDOMAの動機だ

と結論したが、この非難の対象は、どこぞの南部の州議会ではなく、我々

の同輩である尊敬すべき連邦議会と大統領である。彼 らにこうした言い

掛かりをつけるには、最大級のはっきりした証拠が必要だし、DO■IAを

支持する説明をもっと検討するあらゆる努力をすべきたが、法廷意見は

正反対のことをしている。

DOMA擁護の主張をひとつだけ取 り上げるなら、結婚に関する連邦の

統一的な定義がない場合に起きる法の抵触 という困難な問題を回避でき

る。ニューヨーク州で結婚した同性カップルが、同性婚を認めていない

アラバマ州に移住 した場合、連邦法上は彼らをどう扱うのか、どちらの

州法によるのかといつた不確実さを、DO■lAは連邦法上承認されるのは

どんな結婚か明示することによって回避した。

さらに、DOMA制定当時はすべての州において異性婚のみが認められ

ていたことから、予期せざる状況の変化から既存の法を保護する効果も

あった。連邦議会が次の判断をするまでは、州レベルの変化が連邦法の

作用を自動的に変えないことを保証するためである。

法廷意見はこうしたことに言及せず、連邦議会と大統領を、善意で間

違いを犯したよりずつと悪いものとして非難している。法廷意見によれ

ば、DO■IAの支持者は、わざと同性婚カップルを蔑み傷つけるという悪

意で行動した。

こうした非難は全 く間違いである。たしかに、この法律は結婚防衛法

である。しかし、伝統的な結婚を防衛することは、そうではない組み合

わせを好む人々を非難したり貶めたり屈辱を与えるものではない。社会

が変化を選択することはある。しかし、裁判所が変化に反対する人々を

人類の敵と判断することによって変化を強制するのは別である。
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法廷意見は最後から2文日で「本判決は、州によって合法的に認めら

れた同性婚に限定される」というが、ローレンス判決においても同様の

宣言を聞いた。法廷意見が同性愛の憲法上の権利を宣言したとき、我々

は、助府が同性愛関係に公式の承認を与えなければならないか (つ まり、

同性婚を認めなければならないか)と は全く無関係であると保証された。

なのに本判決で、DO■IAが違憲である理由としてローレンス判決が引用

されている。

州の同性婚禁止に対する法廷意見の見解は、同意見のなかにはっきり

と示されている。DO■lIAが違憲とされた本当の理由は、同性婚カップル

ヘの単なる害意に動機づけられていることだった。同性婚を認めない州

法について、同じ結論に至ることは、何と簡単で何と避けがたいことか。

法廷意見の理由づけを、「DO14A」 を「この州法Jと 、「州が承認した結

婚」を「憲法上保護される性的関係」と書き換えるなどすれば、容易で

不可避である。連邦議会が同姓カップルから、不合理にも敵意をもって、

州議会が彼らに与えた「人格 と尊厳Jを奪ったと認定したその最高裁判

所が、そうした「人格と尊厳」を認めない州議会にも同様の半U断をする

のは確実である。この最高裁判所に関するかぎり蝙されてはいけない。

同姓婚の論争は自己統治の政治システムによるべきであり、実際あち

こちで双方は勝ったり負けたりしてきた。我々は本日、この論争のすべ

ての当事者に、解決するのはあなた方で、我々はその解決を尊重すると

約束すれば良かったのである。

だが法廷意見はそうしなかった。本日の判決への賛否は分かれるだろ

う。かくも多 くの人々にか くも重要な論争だから当然である。しかし、

法廷意見は、勝者から偽 りなき勝利を奪い、敗者から公正な敗北から生

ずる平穏を奪ったのである。
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13)ア リトー裁半」官の反対意見 (本案についての合憲判断にはトーマス

裁判官同調)

パートナーの性別は無関係であると結婚を理解する根拠を憲法に見い

だすことはできない。その選択は憲法ではなく、人民や連邦や州の議会

に委ねられているとして、DOMAの合憲性を支持する。

スタンディングについては、連邦政府にはスタンディングなしとする

ものの、首席裁判官やスカリア裁判官と異なり、連邦法の違憲判決に大

統領が合憲の主張を放棄した狭いカテゴリーの事件では連邦議会にスタ

ンディングがあり、本件でもカソフォルニア州の事件でも、訴訟参加人

にスタンディングありとしている。

二 解説

1 マスコミの評価

まず判旨を簡単に確認しておこう。

法廷意見が最後に断っているとおり、判決は、州が認めた同性婚につ

いて、連邦法が結婚とは扱わないことを違憲と判断したもので、同性婚

の権利を認めて同性婚を禁止する多くの州法に違憲判断をしたわけでは

ない。判決を伝えるUSA Todり の見出しは「判決は全国的な同性婚禁止

と全国的な同性婚許容の中間の理由づけ」
°となっている。

法廷意見は、結婚については州権を尊重するという連邦主義の原則か

らすればDOMAは異例のものであって、同性愛者とその家族に対する害

意が動機であり、連邦法全体に不平等を書き込んだと断じて、そもそも

立法目的が許されないと判断した。

O httpノ
/w¬wⅥusatodaycOm/stoヮ he略 /pOuは ぃ/2013/06/20ヽupr―c COtlrt gay lesbian‐

canfornia_mariage
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ただ、法廷意見の核心が連邦主義なのか平等保護なのか実体的デュー

プロセスなのかはっきりしないし、どのレベルの違憲審査なのかも明ら

かではない。結局のところ、こういう邪悪な目的なら、どのレベルの審

査でも違憲ということなのだろうか ?

有力なマスコミは、おおむね判決に好意的なようである。ワシントン・

ポス トは、「同性婚の勝利」、「同性愛の権利の歴史的前進」
°
、ニューヨー

ク・タイムズは、判決を祝福 してキスするカップルの写真を掲げ「最高

裁判所、同性婚を後押 し」、法廷意見について「人権のランドマーク」な

どとしている°
:

ロイター通信も、「同性婚は2つの最高裁判決で大きな支持獲得」、「同

性愛の権利の画期的勝利」などと報じている°
:

2 専門家の見方

Ttteは、ローレンス判決からは当然の結論であり、全 く正当なものと

歓迎しているmo Trlbeは さらに、スカリア反対意見に対して、感情的な

表現で法廷意見を侮辱したなどと厳しく批判する。その内容についても、

O http//_washngtonpost com/pottdcs/supreme court/2013/06/26/

O htp://_nymescOw2o13/06/27/us/polidcs/supreme_court‐
gay‐ marrlage httl

Oh中 ://Jp reutes coWttcle/topNews/1dUSBRE95P06W20130626

・ Trlbs DOMA PFOp 8,and」 ustlce S劇ホ ntemperate dlssmt SCOrUsBLOCIJun

26,2013)hup//wmvscotublogcOr2013/Oγ と口‐pmp‐ 8andNceS´ Ji・・ ntmpcate/
dissent/

判決前だが、■■beと Matzは、「長い間、結婚の自由は、自由人の秩序正しい幸福

追求に不可欠の大切な権利のひとつと承認されてきた」と述べて、異人種間結婚の

禁止を違憲としたラビング判決 (Lo宙ng v vlrgmiら 388 us l(1967))と 同じ理由
づけで、憲法原理に忠実ですべての個人の尊厳を尊重するなら結論は明らかだとし

て、最高裁判所は、真正面から同性婚の権利を認めるべきと論 している。Tnbe&
Mtt The α郎血価嗣 Lコ龍阻,ofSamesα M蜀贈ら71ル瞳ルm LRe7471(201υ

また、ニューヨーク・タイムズの最高裁ウォッチャーとして名高かったGreenhouse

は、人工妊娠中絶にかかわるロー判決を31き ながら、反発は変革が現状を脅かすか

ら生まれるのであって、立法によれば生しない対立力晰 訟によって引き起こされる

わけではないとして、保守派を牽制している。Creenhouse&SiegeL Bacu..h to the

FutureP Roe to Perり 60 UCLA L Rev Disc 240(2013)
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最高裁判所に審理権なしと法廷意見を散々批判したのに、自分はあつか

ましく本案判断をしている、反対意見は「おとり商法」(bait and switch)

のようなもので、実際の判決と将来の予想を混同している、将来同性婚

禁上の州法の合憲性が争われたときにスカリア裁判官が現職ならこの判

決は先例とはならないというに決まっているなどスカリア反対意見なみ

の辛辣さである。

Pctwsの 論稿も、この開廷期は、DOMA 3条 を違憲と判断した画期的

なウインザー半U決 によって、将来も言己憶されることになるだろうという

書き出しだが、本文では、法廷意見と反対意見の要旨を紹介するにとど

めているω
。

Canerの論稿は、結婚は州に委ね他州の婚姻法には敬意を払うのが伝

統で、連邦政府の介入は例外という前提から、その介入が是認されるか

は、①家族としての権利に影響すれば中間審査基準、②生殖・育児など

連邦の政策推進のためであれば合理性の基準に拠る、とする。本判決に

ついては、DOMA 2条 は同性カップルの家族 としての権利をtlJ約 するも

ので、中間審査基準を適用して違憲とすべきだったと述べ、結論を支持

している・ 。

「原意主義と同性婚Jと 題するDr両nの論文は、同性婚の問題は原意

主義からは簡単な問題、つまり憲法や修正条項の起草者が同性婚を権利

として認めたはずがないとするスカリア裁判官に対する批判である。す

なわち、第И修正の元々の意味は、カース ト制度の禁止もしくは特定の

グループに対して特別の利益・不利益を与える立法の禁止だったとして、

“
'Pettys,ヽ lore Than Marriage:Civil Cases in thc Supreme Court's2012‐ 2013 Ternt,

49 Court Review 164,170(2013)
。
`Carett The`Tederai Law of Marriage'':Derercnce,Deviation,and DOMA,21ム m
u J cender sOc Pol'y&L705,790(2013)要 するに「連邦議会の過ちは、同性

カップルと異性カップルとに同一の特典を与えなかったことではなく、同性カップ

ルの権利を全 く考慮 しなかったことであるJ od at795)
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同性婚は、原意主義者にとっても慎重な検討が必要な難しい問題だと主

張するい
。

Penroseは 、結婚した州で認められれば現在どこに住んでいようと「結

婚地主義J(Lex Loci Celebration)の 法理により、同性婚は、連邦のみ

ならず同性婚を認めていない他州においても、異性婚と同等に扱われる

べきと主張する。そして、本判決については、第 5修正の自由か平等か

で迷っているようだし審査基準がはっきりしないなどと批判されるのは

もっともな面もあるが、ローレンス判決などと同じく、敵意や政治的に

不人気なグループヘの害意があれば合理性なしとする「合理性プラスJ

基準に拠ったとみるい
。

以上のまとめとして、■lbcの ように正面突破の主張から、連邦の政策

推進上同性婚をどう扱うかには裁量がある、あるいは「結婚」の名称に

は慎重とするもの°まで濃淡はあるものの、ローンピューの論評は総じ

て、同性カップルに対して異性婚カップルに認められるのに相当する法

的な保護は必要だとする点で共通しているといってよいだろう。その観

点からは、州が認めた同性婚について、わざわざ連邦政府が邪魔しよう

としたDONIA 3条 は違憲という最高裁判所の判断は、結論において支持

されると思われる電

1'Danvin,Originalism and Same_sex Marriage,16 u Pa」 L &Soc Change 237

(2013)

“
Penllosc Some血嘔 to[L∝ Locll Cdebraton,:Federal Mamage Benents Follo喚

United States v Windso■ 41 Hasthgs Const L Q 41,5051(2013)

なお、C∝kleは、同性愛者への害意を根拠にする法廷意見はまちがいで、反対意

見の指摘どおりDOMAには正当な立法目的があり、性的傾向に基づ く差別 として中

間審査にかけるべきだったと主張する。Conlde,Essays on the lmplicat■ ons of Whdsor

and Per7:Evolvmg Values,and Salne Sex Marriage,89 1nd L」 27,3940(2014)
。つDunson,A RIghtto aヽ VordP,mfra note 21

"Klalllnanは 、法廷意見は、連邦主義、実体的デュープロロス、平等保護のいずれ

によるのかはっきりしないし、結局、「害意J力
'主

な根拠なのは法理論として疑問だ

が、世論の支持力拡 がり、プラウン判決のような評価になると予想している。却ほman,
supra note 5,at 140‐43
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3 残された課題 など

(1)他州は同性婚容認に向かうのか

クリスチャン・サイエンス・モニターは、保守派を中心に、スカ リア

反対意見 と同様の見方、つまり法廷意見はそうではないと断っているに

もかかわらず、同性婚が全米で合法化されるのは不可避ではないかとい

う見方を伝えている⑫
。すなわち、法廷意見がいう、DO■IAの主な目的

は不平等を課すことで、政治的に不人気なグループヘのあからさまな害

意によって動機づけられているという理由づけは、全米で同性婚解禁ヘ

のロードマップともみられるからである。

Pctwsも 、法廷意見は憲法上の同性婚の権利を認めたわけではないが、

法廷意見の理由づけには、そうした判断の上台に容易になりそうなもの

が多 くあるとみている⑩
。

ウインザー判決における法理論の重要性について対立する(armanと

N● alneも 、判決が早晩ミ同性婚禁上のチH法 を違憲とする方向につながる

とする点では一致している⑩
。

一方、同性愛支持団体は、本判決を「公正かつ平等なアクセス」への

軌道上の重要なターニング・ポイントと評価するが、完全な平等までは

いまだ道なかばであって、同性カップル配偶者のグリーンカードが認め

られない問題や、同性カップルの子の監護権をめぐって同性婚に否定的

な州に子が連れ去られるケースを問題視しているい
。

m http://ww!v.csmonitorcom/(JSA,Oustice/2013/06/2915ame-sex-marriage-Inevitable-
in-light of .Supreme'Court'rulings?
re Pettys, id. at 170.
ie Klarman, supra note 5, at 158 60 & Nejam€, Doctrine in Context, 127 Harv. L. Rev
F. 10, 17 (2013).
@ Todd-Gher & Depew, Life itr America after Windsor and Perry: What's next for
Marriage Equality?, 39 San Francisco Att'y 20 (2013).
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(2)シ ビル・ ユニオン

もうひとつがシビル・ユニオンの評価である。シビル・ ユニオンとは、

同性カップルに異性婚 と同様の法的地位 を認め、異性婚にある権利や保

護を同性カップルにも与えようとする制度である。同性婚を認める州が

ほとんどなかったころに、同性婚を承認するところまでは踏み切れない

が、同性カップルの営みをできるだけ保護しようとする、おおむね同性

愛者に優しく好意的なものとみられてきた。

しかし、同性婚が珍しいものではなくなった現在においては、その評

価が分かれるようである。

Ne」aimeに よれば、1999年、バーモント州最高裁が、同性カップルに

結婚の権利 と利益を否定することはパーモント州憲法に違反すると判断

し、翌年、州議会がシビル・ユニオン法を制定したとき、同性愛者の団

体やACLUは、′ヽ―モント州を同性愛の関係に完全な平等を求めた最初

の州と称賛した。なのに2006年に、ニュージャージー州最高裁がバーモ

ント州最高裁にならい、さらにニュージャージー州議会がシビル・ユニ

オン法を制定したとき、同性愛者の団体は、シビル・ユニオンのラベル

は、我々に2級の地位を割 り当てるものと抗議した。。
。

そのニュージャージー州について、Grossmanは、不平等な取 り扱いを

招き奨励するものとしてシビル・ユニオンを消極的に評価している電 そ

の理由として、ニュージャージー州のシビル・ユニオン委員会の報告書

を引いて、シビル・ユニオンという男」の名称が「2級の地位Jを固定化

し差別は容認されるというメッセージにつながる、結婚に比べてシビル・

2'NeJame.Framng(In)Equality for Same Sex Couples,611 UCLA LREVDISC 184

(2013)
●GЮssman,Separat tt Not EquaL Accordulg o■ e New Jersey CM LIn10n Rcuew

Co― ssion:Thc b● Lcatlons of I● Fndmgs thatthe OvII Unlon Alte‐ tl■
7e Ъ vites

and m∞urages Unequ」 Tにament http//1vIIt news ttwcom/grosSma71/20090120

html
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ユニオンは「誤解されない」「強力な意味Jを欠 く、カップルの子どもヘ

の悪影響 (2級の地位がもたらす心理的影響)の 3点を挙げる。

反面、シビル・ユニオンを支持するものとしては、Dunsonが いる。同

性カップルには平等の権利と保護が与えられるべきとするDunsonだ が、

裁判所は「結婚」という名称を強制すべきではなく、名称は州議会や州|

民に委ねられるべきであるという
の
。その理由として、同性カップルと

異性婚には相違も多く、社会のコンセンサスがないことを挙げる。

なお、今回の判決はシビル・ユニオンには触れていない。

補論 カ リフォルニア州憲法改正事件

1 事実の概要と争点

DOMA違憲判決と同日、連邦最高裁判所で判決があったのが、カリ

フォルニア州憲法改正にかかわるホリングスワース対ペリーである∽。

2008年 6月 、カリフォルニア州最高裁判所は、結婚を異性間に限定す

ることは州憲法に違反すると判aFTし て同性婚を支持した。これに対して

州民が提案 8(PrOpoS●on 8)と して知られる憲法改正の直接請求を実

現し (同年11月 )、 州憲法で結婚を男女間に限ると定義した。

被上訴人 (原告)ペ リーは、提案 8が連邦憲法に違反するとして提訴

し、被告としてカリフォルニア州知事と州の婚姻法の実施に責任がある

公務員を指名した。州当局が婚姻法の擁護を拒否したので、連邦地裁は、

提案8の支持者であった上訴人ホリングスワースの訴訟参加を許可した。

連邦地裁は、提案 8を違憲と判断し、州当局に婚姻法の実施の差し止め

を命じた。州当局は上訴しなかったが上訴人ホリングスワースは連邦控

'l Dunson,A Rightto aヽ VordP The lnterplay of EquaI Protection and Freedom Of

Thoughi h the Move to Cender‐ BHnd Marriage,5 Alb Gclv'tL Rev 552(2012)
せ。HoHingsworth v Per,133 S Ct 2652(2013)
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訴裁判所に上訴した。

第 9巡回区連邦控訴裁判所は、州最高裁判所に、州当局が放棄したと

き、直接請求の支持者に、その憲法改正の合憲性を擁護する州の利害を

主張する権限ありやの照会をした。州最高裁判所がそれを肯定した後、

連邦控訴裁判所は、連邦法上も提案 8の合憲性を擁護するスタンディン

グを上訴人に認め、本案については原判決支持の違憲判決を下したい。

最高裁判所は、 5対 4の多数決で、上訴人には、連邦地裁判決に対し

て上訴するスタンディングがないと判断した。ロパーツ首席裁判官が法

廷意見を述べ (ス カリア、ギンズバーグ、プライヤー、ケーガン各裁判

官同調)、 ケネディー裁判官が反対意見を述べている (ト ーマス、アリ

トー、ソトマイヨール各裁判官同調)。

両者の対立点は、法廷意見が連邦裁判所におけるスタンディングは、

あくまで連邦法の問題であるとして、連邦憲法の解釈や連邦最高裁判所

の先例を重視するのに対して、反対意見は、連邦法の問題ではあるが、

その前提として州最高裁判所の判断や直接請求による州憲法改正の特殊

性を考慮すべきとする点であるい。本稿のテーマに直接関係しないし、私

の能力にも余るので、これ以上は立ち入らない。

以下に、法廷意見と反対意見の要旨を紹介する。なお、双方とも同性

婚禁上の州憲法改正の妥当性という本案については一切の判断を示さな

∞Perry v BI鋪れ 671■3rd 1052(9th Ci 2012)な お、本判決については[2012]ア

メリカ法364の 秋葉丈志の解説が有意義である。
いったん認められた同性婚が再び禁止されたというカリフォルニア州特有の事情

に着日したこの判決について、同性婚支持者が望むものではないかもしれないが、

平等を実現する効果という点では中庸で確実な一歩という評価がされている。Schacter・

sphng the Direrence Reflectlons on Pew v Bron,125 Htt L Rev 72(2012)
●Klarmanは反対意見のほうに説得力ありとして、なのに本案判断が回避されたの

は、ギンズパーグ裁判官はじめ、ウインザー判決多数派のうち何人かが、す ぐに同

性婚を州にも強制することをためらったからでは、と推測している。Maman,supra
note 5,at 145‐ 47
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かった。つ
。

2 首席裁判官の法廷意見

憲法が連邦裁判所に課している、現実の事件または争訟を解決するの

に必要な場合に限って、同性カップルの結婚が許されるべきかといった

問題に答えてよいという制約は、我々が裁判官として振る舞い、選挙さ

れた代表者に委ねられた政策決定にかかわらないことを保証するもので

ある。

現実の事件または争訟があるというためには、当事者がその争点につ

いて熱心な利害関係を持っているだけでは不十分で、具体的で個別の損

害を被ったというスタンディングがなければならない。上訴人にはスタ

ンディングはないと判断するので、我々は、本件を本案については判断

する権限がないし、原判決も同じく判断すべきでなかった。

憲法 3条は、連邦裁判所の司法権を現実の「事件」または「争訟Jに

限定している。この要件の不可欠な要素のひとつとして、訴訟当事者は、

個別で日に見える損害の回復を求めることが必要である。そして、憲法

3条は「現実の争訟J力 訴ヽ訟の全段階を通 じて存在することを求めてい

る。スタンディングは、訴訟を提起した者によって満たされなければな

らないし、上訴する者によっても満たされなければならない。

提案 8の実施に責任がある州当局を相手取って本件訴訟を開始した被

上訴人にスタンディングがあることは問題ない。しかし、いったん連邦

地裁が被上訴人勝訴の判決を下せば、被上訴人に回復すべき損害はない

し、州当局は上訴しなかった。唯一上訴したのは、連邦地裁で訴訟参加

∽本案判断は示されずに終わったが、同性婚禁止の州憲法改正を違憲と判断した連

邦地裁判決は変更されずに残ることになり、事実上、同性婚に有利な判断と受け止

められているようである。実際、この判決を受けて、カリフォルニア州知事は、た

だちに同州で同性婚を認めると発表した。
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した上訴人だが、彼らは何らかの行為を命じられたり禁止されたわけで

はない。彼らの唯一の利害関係は、一般的に適用されるカリフォルニア

州法の合憲性を擁護することである。当裁判所が繰 り返 し示してきたよ

うに、そうした「一般的な不満Jは、いかに真摯なものであっても、ス

タンディングを認めるには不十分である。

上訴人は、カリフォルニア州憲法と州法によって、彼 らには、直接請

求による憲法改正手続において、ユニークで特別の明瞭な役割が与えら

れていると主張している。たしかに、憲法改正の過程においてはそのと

おりである。しかし、提案 8が承認され憲法改正が実現した後、上訴人

にはその実施において何の役割もない。したがって、上訴人には、すべ

てのカリフォルニア州民の一般的な利害関係と区別できる、提案 8の実

施を擁護する個別の利害関係はないのである。上訴人が提案 8の擁護に

どんなに深 くかかわっているとしてしても、憲法 3条の事件または争訟

の要件を満足させる個
=U的

な利害関係とはいえない。

上訴人は、カリフォルニア州のために州の利益を主張できるというが、

通常の場合、訴訟当事者は、第二者の法的権利・利益に基づき救済を主

張できないというのが、我々の権限に対する基本的な制約である。

当裁判所は、直接請求による憲法改正に関するカリフォルニア州の主

権やカリフォルニア州裁半U所 において直接請求の支持者がその直接請求

を擁護する権利があることを疑うものではない。しかし、連邦裁判所に

おけるスタンディングは、州法ではなく連邦法の問題である。どんな理

由があれ、私人に一般的な不満について救済を求めるスタンディングが

あると州が考えても、当裁判所の確立された法を覆すことはできない。

憲法 3条の要件は、権力分立という連邦制度における司法の役割に現在

も重要なものとして役立っている。州は、スタンディングを欠 く私人に、
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単に連邦裁判所への切符を発行することで、その役割を変更できないの

である。

上訴人は、連邦地裁判決に上訴するスタンディングを証明できなかっ

たので、第 9巡回区控訴裁判所には、上訴を審理する権限がなかった。

原判決を取 り消し、上訴を却下するよう指示をつけて差し戻す。

3 ケネディー裁判官の反対意見

連邦裁判所において、州憲法改正を擁護する直接請求者のスタンディ

ングが連邦法の問題であると、法廷意見は正しく述べているし、カリフォ

ルニア州最高裁判所は注意深 く認めている。本件においては、司法審査

適合性の問題を適切に解決するには、州法はどうかという入日の問題の

解決を必要としている。州法の問題とは、カリフォルニア州が、有権者

に採択された後に、州憲法改正を擁護するために訴訟参カロを求める直接

請求者の地位と権限をどのように定義し規定しているか、である。そう

した州法の争点は、詳細かつ全員一致のカリフォルニア州最高裁判所の

判決のなかで検討されていた。

カリフォルニア州法においては、直接請求者は、その責任がある州の

公務員が拒否するときは、訴訟に参加し、制定された州憲法改正を擁護

する州の利益を主張する権限がある。カリフォルニア州は、直接請求者

の訴訟参加を、直接請求による州憲法改正の重要性に不可欠のものとみ

なしている。しかし、本日の法廷意見は、直接請求者が、代理法のリス

テイトメントの要件に沿った権限の正式代理を示せなかったので、こう

した州が定義した地位 と州が与えた権限は、連邦法の要作を満たすには

足 りないと結論した。しかし、カリフォルニア州最高裁判所による直接

請求者の権限の定義は、当裁判所を拘束する。そして、その定義は、合

衆国憲法 3条の司法審査適合性の要件であるスタンディングと当事者の
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対立性を確立するのに完全に十分である。

私の見解によれば、直接請求による州憲法改正を擁護するために誰が

訴訟参加できるか決定するときに、カリフォルニア州が代理法のリステ

イトメントに従うことや、どのような法律を作るべきかやその統治形態

はどうあるべきかについての当裁判所の見解に従うことを憲法 3条は求

めていない。法廷意見の理由づけは、カリフォルニア州における直接請

求による州憲法改正の基本原理や実際のダイナミズムを考慮していない。

これこそが、法廷意見が救済せずに放置した損害である。カリフォルニ

ア州は、このメカニズムを使って、直接請求による州憲法改正を擁護し

ようとしない公務員をコントロールし回避 (bypass)し ようとしている。

本半」決は、同様の直接請求制度を採用し、同様に、州当局が訴訟で直接

請求による州憲法改正を擁護することを拒否したときに、直接請求者に

州のためのスタンディングを認める他の26州 にも影響を与える。私見で

は、憲法 3条の事件及び争訟の要件は、直接請求者が裁判所で勝利する

ことを妨げるものではない。

司法審査適合性についての法廷意見のアプローチには、多くの矛盾が

ある。司法審査適合性を論じる主な目的は、力強い弁論を保証すること

なのに、法廷意見は、敗訴したい州の公務員によって訴訟が追行される

ことにこだわっている。この理論は、裁半り所が権限の行使において理非

をわきまえ勝手に振る舞わないことを意味するのに、本日の法廷意見は、

ひとつの連邦地裁判決が、上訴されることのない広い効果をもつことを

意味している。そして、司法審査適合性の理論は、政策論争は裁判所で

はく統治プロセスによる解決を可能にするために存在するという原則を

尊重するのではなく、本件で法廷意見は、民主的な投票の結果を州が認

めた代理人が擁護することを拒否している。

法廷意見は、カリフォルニア州の統治プロセスと州最高裁判所の詳細

な判決を軽視し貶めるものである。
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